
貸借対照表、財産目録、勘定科目の論点について

資料１ 



論点 考え方の整理（叩き台）

（資産等の表示方法について）
　財産目録における表示の例に見られるとお
り、各計算書類における表示の状況は法人ご
とに様々であることから、ディスクロー
ジャーの充実と法人の広い意味でのコスト負
担とのバランスも考慮しながら、計算書類の
標準的な表示例を示していくこととしてはど
うか。

・「ＮＰＯ法人会計基準」の記載例においては、固定資産と消耗品の差異について、重要
性が乏しい場合に、活動計算書に一括して費用として計上した場合には、貸借対照表には
計上しないとしている。法人税法施行令を参考として、長期にわたって使用する一定金額
以上の資産を固定資産とみなす（長期とは１年を超える期間、一定金額とは10万円という
のが一般的な目安）との考えで差し支えないか（参考資料１－１，２）。
・「ＮＰＯ法人会計基準」及び公益法人会計基準において、固定資産についてはその取得
価額から減価償却累計額を控除した価額を計上するとしている（参考資料１－１）。一
方、現状では減価償却を行っている法人は必ずしも多くない。このため、手引きにおいて
は、減価償却の必要性を指摘しておくことが望ましいのではないか。また、減価償却の具
体的な方法については法人税法等を参考とするとの考えで差し支えないか。
・「ＮＰＯ法人会計基準」及び公益法人会計基準において、現物寄附を受けた固定資産
は、その取得時における公正な評価額を取得価額としている（参考資料１－３）。公正な
評価額については、市場価格によるほか、専門家による鑑定評価額、相続税評価額等を参
考に合理的に見積もられた価額によるとの考えで差し支えないか。
・「ＮＰＯ法人会計基準」の注解においては、特定の目的のための資産を有する場合に
は、特定資産として独立して表示することを求めており、具体例としてはＱ＆Ａにおいて
①寄附者により使途等が指定されている資産、②法人自ら特定資産と指定した資産があげ
られている。①のうち使途等が指定されている寄附金については、重要性が認められる場
合には貸借対照表に計上し、重要性が認められない場合には活動計算書に収益として計上
することとなっていることから、特定資産全般についても、重要性が認められる場合には
特定資産として独立して表示し、重要性が認められない場合には通常の資産とするとの整
理として差し支えないか（参考資料１－１，４）。
・「ＮＰＯ法人会計基準」の注解においては、リース取引について、原則として賃貸借取
引として処理し、物件の売買と同様の状態にあると認められる場合には売買取引に準じて
処理することとしているが、そうした処理とすることで取引の実態等に照らして差支えな
いか。
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論点 考え方の整理（叩き台）

（貸借対照表のチェックポイントについて）
　現在、収支計算書の次期繰越収支差額と貸
借対照表の正味財産合計額が一致しない例な
ど、各計算書類間の不整合な例が散見される
ことから、今回の法改正による計算書類の体
系の見直しを機に改善が図られるよう、
チェックポイントといったものを示してはど
うか。

・第２回会議において、中尾委員より、貸借対照表の①「前期繰越正味財産」と前期末の
正味財産の一致、②「正味財産合計」と収支計算書の末尾の一致、③「資産合計」と「負
債及び正味財産合計」の一致といった基本的な会計処理が出来ていない法人が相当数存在
するとの御指摘があったことを踏まえて、第１回配布資料の「資料５　特定非営利活動法
人の会計処理の現状について」における調査対象法人の現状を調査したところ、①7.5％、
②51.5％、③4.9％という結果であった（参考資料１－５）。
・こうした現状に鑑み、手引きにおいては、基本的な会計処理の方法についてチェックポ
イントとして指摘しておくことが望ましいのではないか。

（使途等が指定された寄附金の取扱いについ
て）
　特定非営利活動法人では寄附金の取り扱い
が重要であり、寄附者の意思が明らかな多額
な寄附など一定の場合には、注記ではなく、
正味財産の内訳表示をしてもよいのではない
か。あるいは、特に寄附の重要性が高い認定
法人についてのみ求めることなども考えられ
ないか。

・資料２の（使途等が指定された寄附金の取扱いについて）参照。
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論点 考え方の整理（叩き台）

（財産目録について）
財産目録における表示の例に見られるとお
り、各計算書類における表示の状況は法人ご
とに様々であることから、ディスクロー
ジャーの充実と法人の広い意味でのコスト負
担とのバランスも考慮しながら、財産目録の
標準的な表示例を整理することでよろしい
か。

・「ＮＰＯ法人会計基準」においては、財産目録は、名称、数量、価額等を詳細に表示す
ることとしており、金銭評価ができない資産についても、その物量をもって計上できると
している。預金についてはその金融機関と預金種別、未収金については関与する者の人数
を記載することを様式例で示している。
・「公益法人会計基準」の運用指針においては、名称、数量、価額のほかに、それぞれの
使用目的についても記載することを求めている。預金についてはその金融機関、支店名と
預金種別、土地・建物については住所と面積、投資資産については商品名を記載すること
を様式例で示している（参考資料１－６，３－３）。
・現在、預金金融機関名及びその口座番号、電話加入権の電話番号、借入金、未収金及び
未払金等の相手方の個人名、社名等を財産目録に記載している法人が相当数存在する（参
考資料１－７，３－３）。個人情報保護の観点からチェックポイントとして指摘しておく
ことが望ましいのではないか。

（勘定科目例について）
　現在の内閣府の手引きには勘定科目の掲載
がないが、関係者の利便を考慮し、「ＮＰＯ
法人会計基準」において示されている勘定科
目に基づいて掲載することとしてはどうか。
その際、分かりやすい例示なども加えてはど
うか。

・「ＮＰＯ法人会計基準」において、標準的な科目例が示されており、適宜科目の追加・
省略ができるとされている（参考資料１－８）。基本的にこれを踏まえることとして差し
支えないか。
・公益法人会計基準においては、金融商品を科目例として挙げる（資産科目例；投資有価
証券等、費用科目例；投資有価証券評価損益当）とともに、その取扱（満期保有目的の債
券は取得価額、それ以外は時価をもって貸借対照表価額とする）を定めている。
・経常収益の科目例として、受取寄附金とは別に、受取寄附金振替額を示すこととしては
どうか（使途等が指定された寄附金等の取扱いの検討結果を踏まえて検討）。
・経常外収益・費用の科目例としては、固定資産売却益・売却損、過年度損益修正益・修
正損、災害損失で必要十分か（例えば、固定資産受贈益）。
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